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都市公園制度制定１５０周年記念事業（仮称）の実施について 
 
 
 皆様におかれましては、常日頃より都市公園の整備・管理にご尽力いただいており、

感謝申し上げます。 

 さて、我が国の公園制度は明治６（1873）年１月に発せられた太政官布達第 16 号

が始まりとされておりますが、再来年の令和５（2023）年はそれから 150 周年を迎え

る記念の年となります。そのため、令和５年の１年間を対象に、国・地方公共団体・

関係団体が連携した取組を行うことにより、都市公園に対する関心の喚起や役割・重

要性の再認識を促し、これからの都市公園の更なる発展を図る機会とできるよう、現

在、実施方針等の検討を進めているところです。 

 つきましては、詳細については今後改めて提示いたしますが、貴部局におかれまし

ても、本事業を盛り上げるべく、事業の一環として実施可能な取組についてご検討を

始めていただければと存じます。また、太政官布達公園が存在する地方公共団体等に

おいて、既に企画検討されている取組がございましたら、内容についてご教示いただ

ければ幸いです。 

 最後に、都道府県におかれましては、以上の内容を管下市町村（指定都市を除く）

にもお伝えいただきますようお願いいたします。 

 

 

＜本件の問合せ先＞ 

国土交通省 都市局 公園緑地・景観課 

 公園緑地事業調整官 舟久保 

                              企画専門官     富 所 

E-mail：hqt-greenspace@mlit.go.jp 


